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墨田区条例第２０号 



   墨田区特別区税条例の一部を改正する条例 

 墨田区特別区税条例（昭和３９年墨田区条例第４３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２７条第１項中「若しくは第２項」を削る。 

 第３５条の２第２項を削り、同条第３項中「第１項の特別徴収対象年金所得者」を

「前項の特別徴収対象年金所得者」に改め、同項を同条第２項とする。 

 第３５条の３中「（同条第２項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以

外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、当該所

得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。）」を削る。 

 第３５条の５第１項中「（同条第２項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税

額に加算した所得割額がある場合にあっては、当該所得割額を控除した額）」を削り、

同条第２項中「及び同条第２項」を削り、「同条第３項」を「同条第２項」に改め、

同条第３項中「、「（同条第２項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以

外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、当該所

得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。）」とあるのは「（同項に規

定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）」と」を削る。 

 付則第９条第３項第２号中「第２０条第１項前段」を「第２０条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第９条第１項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額」と、同項前段」に改める。 

 付則第１０条第３項第２号中「第２０条第１項前段」を「第２０条第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第１０条第１項に規定する長期譲渡

所得の金額」と、同項前段」に改める。 

 付則第１２条第５項第２号中「第２０条第１項前段」を「第２０条第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第１２条第１項に規定する短期譲渡

所得の金額」と、同項前段」に改める。 

 付則第１３条第２項第２号中「第２０条第１項前段」を「第２０条第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第１３条第１項に規定する株式等に

係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める。 



 付則第１４条の２第２項第２号中「第２０条第１項前段」を「第２０条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第１４条の２第１項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める。 

 付則第１４条の４第２項第２号中「第２０条第１項前段」を「第２０条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第１４条の４第１項に規定す

る条約適用利子等の額」と、同項前段」に改め、同条第５項第２号中「第２０条第１

項前段」を「第２０条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付

則第１４条の４第３項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の墨田区特別区税条例の規

定中区民税に関する部分は、平成２１年度以後の年度分の区民税について適用し、

平成２０年度分までの区民税については、なお従前の例による。 


